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Ａ．研究目的 

医療的ケアを要する児童（以下、医療的
ケア児）が児童発達支援・放課後等デイサ
ービスといった障害児通所支援施設を利用
するために、平成 30 年度障害福祉サービ
ス等報酬改定において、障害児通所支援施
設が看護職員を加配するための報酬「看護
職員加配加算」が創設された。（表 1）。具
体的には、医療的ケア児を「障害福祉サー
ビス等における医療的ケアの判定スコア」
（以下、医療的ケア判定スコア）（表２）
に基づいて点数化し、8 点以上の医療的ケ
ア児の数に応じて通所支援の給付費に看護
職員加配加算を算定できることとなった。

その 2020 年 3 月現在の費用額算定基準
を注１に、施設基準を注２に示す。 
 ここで使われる医療的ケア判定スコア
は、医療保険における「超重症児（者）・
準超重症児（者）の判定基準による判定ス
コア」（以下、重症児スコア）（注 3、表
３）をベースとして作成されている。重症
児スコアは、運動機能が「座位まで」の各
種の医療的ケアを必要とする小児（以下、
重症児）に対し、診療報酬における超・超
準重症児（者）入院診療加算や医療保険に
おける訪問看護療養費の長時間訪問看護加
算を算定するための基準となっている。 

医療的ケア判定スコアは重症児スコアと

研究要旨 

障害児通所支援施設で医療的ケア児を受け入れるために、平成 30 年度障害福祉サービ
ス等報酬改定において、障害児通所支援の給付費に看護職員加配加算が新設された。し
かし、実際には医療的ケア児の受け入れはあまり進んでいない。その理由は、現行の医
療的ケア判定スコアが動く医療的ケア児への見守りを考慮しておらず、また各医療的ケ
アのスコア点数が福祉施設での負担に合致していないためである。そこで、実情に即し
た医療的ケア判定スコアの新案を作成するために、本研究班で出されたさまざまな成果
を踏まえ、本研究班会議で議論を重ねた。 

その結果、動いて指示に従えない医療的ケア児を見守るための見守りスコアを基本ス
コアに加点し、施設の負担が大きいにもかかわらず十分評価されていなかった医療的ケ
アの基本スコアの点数を改変することで、医療的ケア判定スコアの新案を作成した。 

これを医療的ケア児に関わる 11 の関係団体にヒヤリングしたところ、全てから前向き
な評価を得た。そして一部修正を要望されたことを受け、医療的ケア判定スコア新案の
を確定した。 

今後、障害福祉サービス等報酬改定の作業にこの医療的ケア判定スコアの新案をご活
用頂き、障害児通所支援施設における医療的ケア児の受け入れが進むことが期待され
る。 
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と少し異なり、運動機能を座位までに限定
していないために、移動可能な障害児に対
しても適応できる。また、レスピレータ
ー、IVH、透析といった高度な医療的ケア
の点数が異なる（10→8 点）。また、過緊
張と体位交換の項目が削除されている。こ
れは、福祉職員が配置されている福祉施設
においては、医療職でなくても対応できる
ケアと見做されたためと考えられる。 

しかし実際には、平成 30 年度の報酬改
定以降も、障害児通所支援施設での医療的
ケア児の受け入れはあまり進んでいない。
その理由としては、医療的ケア児を受け入
れることは施設にとって負担が大きいにも
かかわらず、現在の医療的ケア児判定スコ
アはそのことを適正に評価されないためと
現場で指摘されている。例えば、移動でき
る、あるいは手を使える医療的ケア児を預
かる場合は、気管カニューレや胃瘻カテー
テルなどの医療デバイスを不用意に抜去し
ないよう常に見守りを必要とするが、医療
的ケア判定スコアは見守りの負担を評価し
ていない。また、在宅酸素療法や自己注射
のように、リスクのある医療機器を扱うに
もかかわらず、医療的ケア判定スコアでは
それらが十分に評価されていない。多くの
障害児通所支援施設からは、動く医療的ケ
ア児を預かる負担が大きい、多様な医療的
ケアに対応したくても看護職員の配置を増
やせない、といった声が寄せられている。 

重症児スコアは、医療型障害児入所施設
や病院といった医療機関において活用され
ることを前提に 1995 年に開発・提唱され
（注 4）、2008 年に一部改訂された（注
5）。そこからさらに 10 年以上が経過して
いる。医療機関ではない障害児通所支援施
設が、動く医療的ケア児を預かり、多様化
した医療的ケアに対応するためには、障害
児通所支援施設の実情に即した医療的ケア
判定スコアの新案を作成する時期に来てい
ると言えよう。このような観点から、本研
究班で出されたさまざまな成果を踏まえ、
また本研究班でのさまざまな議論を重ね、
新たな医療的ケア判定スコアの作成を試み
た。具体的には、現在の判定スコアに修正
と追加を加える形で作成した。 

 
Ｂ．研究方法 
 
（１）在宅医療患者のタイムスタディ 

・アンケート調査（前田ら） 
2019 年 10 月、あおぞら診療所墨田か

ら訪問診療を受けている医療的ケア児
1166 人の家族などに対してアンケート調
査及び医療的ケアのタイムスタディ調査を
行った。各医療的ケアにつき、家族がケア
に要した時間、医療デバイスを事故抜去し
た場合の家族から見た原状回復の困難さ
（0～3 で評価）、主治医から見た生命の危
険の大きさ（0～3 で評価）を尋ねた。特
に、移動できる児とできない児との間で比
較した。 

 
（２）全国の通所支援施設アンケート調査

（奈倉、奈須、田村） 
2019 年 11 月、全国の障害児通所支援

施設 538 カ所にアンケート調査を実施。
人工呼吸器もしくは経管栄養のある医療的
ケア児を施設が受け入れるために新たな看
護師配置などがどの程度必要かを尋ねた。
そして、移動できる児と移動できない児と
の比較や、指示を理解できる児と理解でき
ない児との間の比較を行った。 
 
（３）埼玉県の障害児通所支援施設アンケ

ート調査（その２） 
（奈倉、奈須、田村） 

2020 年 2 月、埼玉県の障害児通所支援
施設 20 カ所にアンケート調査を実施。4
種の医療的ケア（鼻咽頭エアウェイ、持続
皮下注射ポンプ、血糖測定、持続的導尿）
に関し、指示に従える児と従えない児と
で、受け入れの困難さに差があるかを尋ね
た。（田村ら） 
 
（４）判定スコアで正当に評価されていな

い医行為に関する議論（北住） 
医療的ケア判定スコアで正当に評価され

ていないと思われる医行為やそれに準ずる
行為について研究班会議で協議し、判定ス
コアに新たに組み込むことを提案した。 
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（倫理面への配慮） 
アンケート調査には個人情報を公表しない
ことを明記し、回答の提出をもって調査に
同意していただいたものと理解した。デー
タは調査を実施した施設内で匿名化して解
析し、個人を特定できる情報の公表はして
いない。 
 
Ｃ. 研究結果 
 
（１）在宅医療患者のタイムスタディ 
・アンケート調査（前田ら） 
ケアに要した時間を比較しただけでは、移
動できる児と移動できない児との間で有意
差は認めなかった。また、多くの医ケアの
中で最も多くの時間を要した医ケアは、意
外にも胃瘻を含めた経管栄養であった。各
医療デバイスの抜去事故に対する生命危機
の大きさと原状回復の困難さを得、見守り
の必要度として評価することができた（表
４）。これらより、14 種の医療的ケアのう
ち、10 種については医療デバイスの見守
りが必要と判断された（表５）。 
 
（２）全国の障害児通所支援施設へのアン

ケート調査（奈倉、奈須、田村） 
259 カ所（48％）からの回答を得た。経
管栄養よりも人工呼吸器のほうが、施設か
ら見た負担は大きかった。そして、移動可
能な児と移動できない児との間には有意差
を認めなかったものの、指示を理解できな
い児は理解できる児に比べて有意に多くの
支援を必要とした（図 1）。 
 
（３）埼玉県の障害児通所支援施設への追

加調査（奈倉、奈須、田村） 
表６から抽出された未調査の 4 種の医療

的ケアに関して埼玉県で動く医療的ケア児
を受け入れている障害児通所支援施設 19
カ所にアンケート調査を行った結果、10
カ所（50％）から回答を得た。4 種の医療
的ケアのいずれについても、指示に従えな
い児は従える児と比べて、施設が受け入れ
を困難と感じる傾向にあることが分かった
（図２）。 

 
（４）判定スコアで正当に評価されていな
い医行為に関する議論（北住） 

2020 年 1 月 25 日、新たな医療的ケア
を組み込むことについて班会議で議論した
結果、以下の医行為やそれに準ずる行為が
判定スコアで正当に評価されるべきとの結
論となった。 
〇 座剤： 2005 年厚生労働省医政局長
通知（第 0726005 号、平成 17 年 7 月
26 日) において、「坐薬の挿入」は医行為
から除外された。それにもかかわらず、現
在でも座剤を挿入することは看護師の業務
としている福祉施設が多い。 
〇 浣腸： 2005 年厚労省通知におい
て、規定量以下の浣腸は医行為から除外さ
れた。しかし現実には、60mL など規定量
を超えた浣腸も在宅では日常的になされる
ことが多いものの、通所施設、生活介護施
設では、浣腸は看護師の業務とされている
ことが多い。 
（参考）医行為でない浣腸： 市販のディ
スポーザブルグリセリン浣腸器（※）を用
いて浣腸すること。 
※ 挿入部の長さが５から６センチメート
ル程度以内、グリセリン濃度 50％、成人
用の場合で 40 グラム程度以下、６歳から
１２歳未満の小児用の場合で 20 グラム程
度以下、１歳から６歳未満の幼児用の場合
で 10 グラム程度以下の容量のもの 
〇 吸引： 吸引は喀痰吸引等研修を履修
することによって福祉職員が実施できる
が、通所支援施設で資格を持っている職員
や施設は極めて少なく、また、福祉職員が
吸引できる範囲は咽頭より手前までとされ
ているため、事実上、看護師が実施する行
為となる。しかし判定スコアでは、1 日６
回未満の吸引は評価されない。１回でも吸
引する必要がある場合は判定スコアで評価
すべきである。 
〇 ネブライザー（吸入）： ネブライザ
ーは気管支拡張薬などの劇薬品を扱うた
め、看護師が実施すべき医行為になる。し
かし、判定スコアでは 1 日６回未満のネブ
ライザーは評価されない。利用時間中に１
回でもネブライザーが必要であれば、判定
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スコアで評価すべきである。 
〇 インスリン皮下注射・血糖測定： イ
ンスリン皮下注射や血糖測定が必要な障害
児は極めて少ないが、これらは本人もしく
は看護師が実施すべき医行為である。しか
し、近年はインスリン持続皮下注射ポンプ
や埋め込み式血糖測定器を使用する患者が
増えており、医療デバイスが身体に装着さ
れているため、新たな見守りのニーズを生
み出している。 
 他に身体に装着する医療デバイスとして
は、心臓ペースメーカー、迷走神経刺激装
置、筋弛緩薬の持続髄腔注射などがある。
体内に留置されて操作する必要のないもの
は判定スコアに入れる必要はないが、操作
する必要があったり不用意に抜去する危険
性がある場合は、判定スコアに入れること
を検討すべきである。 
〇 けいれん時の管理： けいれんが起こ
った場合は、ジアゼパム座剤を入れて、吸
引や酸素吸入するなど、看護師が医行為を
実施することが多い。そのため、実際にけ
いれんが起こらなくとも、けいれんに対応
できる体制を構築することを、判定スコア
は評価すべきである。 
 
Ｄ．考察 
 
①  指示理解と生命の危険に着目した見

守りスコア 
移動できる医療的ケア児に関して、預か

る施設の負担が大きいとは言えかった。し
かし、指示理解できない児については、預
かる施設の負担が大きいことが分かった。
つまり、移動の可否よりも指示理解の有無
の方が、施設の負担に影響すると言えた。
指示を理解できない児は、医療デバイスを
不用意に抜去するリスクが高い。そして、
医療デバイスの抜去により生命の危険に陥
るリスクが高い場合には、なおさら常に見
守ることが必要となる。 

そこで、医療的ケア児の判定スコアに
は、医療的ケアの重さを表す「基本スコ
ア」の他に「見守りスコア」という新たな
指標を創設した。見守りスコアでは、医療
デバイスの不用意な抜去のリスクが高い場

合に付与することとした。見守りスコアの
具体的な値については、前田のアンケート
調査から得られた①抜去時の原状回復の困
難さと②生命の危険の大きさを合計した指
標から、1 点もしくは 2 点を設定した。 
また、前田のアンケート調査の対象となっ
た 10 種類の医療的ケア以外にも、４種類
の医療的ケアに関しては見守りスコアを設
定する必要があると考えた。埼玉県の施設
調査（その２）から、4 種類の医療的ケア
について見守りスコアを設定することが妥
当と言えた。 
 
② 経管栄養の見守りスコア  

経鼻・胃瘻による経管栄養注入ケアにつ
いては、現行の基本スコアが 5 点である
が、ケアに費やす時間が極めて長く腸ろ
う・腸管栄養と同等であることから、腸ろ
う・腸管栄養と同じ 8 点に引き上げる必要
があると考えた。 
 
③ 新たな医療的ケアの項目の増設 

吸引、ネブライザー、インスリン皮下注
射、血糖測定、浣腸、けいれん時の管理と
いった医行為やそれに準ずる行為は看護師
が実施することになるため、これらの医療
的ケアを判定スコアに組み入れることが必
要と考えた。 
 
④ 医療的ケア判定スコアの新案の作成 
以上を踏まえて 2020 年 3 月 9 日に医療
的ケア判定スコア新案の暫定版を作成した
（表６）。そこに新に盛り込まれた内容は
以下のとおりである。 
 
・ 判定スコアの新案では、基本スコアと

見守りスコアを合計した点数で判定す
る。 

・ 従来の医療的ケア判定スコアの項目よ
り、「IVH」を「中心静脈カテーテ
ル」に、「導尿」を「排尿管理」に、
「人工肛門」を「排便管理」に概念拡
張させ、さらに「その他の注射管
理」、「血糖測定」、「痙攣時の管理」の
項目を新設する。 

・ 基本スコアや見守りスコアは、主治医
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の意見書に基づいて判定する。 
・ 見守りスコアは、手が動く、移動でき

る（寝返り・這い移動・伝い歩き・歩
行）といった運動機能を持ち、かつ指
示を理解できない知的機能（おおむね
６歳未満相当）や行動障害を持ってい
ることにより、医療機器を不用意に抜
去する可能性が高い場合に、算定する
こととする。 

・ 人工呼吸器の見守りスコアに関して
は、人工呼吸器回路が外れた場合、自
発呼吸がないために直ちに対応する必
要がある場合は「高」2 点、直ちにで
はないがおおむね 15 分以内に対応す
る必要がある場合は「中」1 点、それ
以外の場合は「低」0 点と分類する。
人工呼吸器と気管切開の両方を持つ場
合は、気管切開の見守りスコアを加点
しない。 

・ ⑩血糖測定、⑫排尿管理、⑬排便管理
については、複数項目のいずれか一つ
を選択する。 

・ インスリン持続皮下注射ポンプと埋め
込み式血糖測定器とが連動している場
合は、血糖測定の項目を加点しない。 

 
⑤ 関係団体へのヒヤリング 

2020 年 3 月 9 日～13 日の期間に、新
案の暫定案を障害児に関係する医療・福祉
関連の 11 団体の理事長・事務局長に e-
mail で送信し、ヒヤリングを行った。11
団体は以下のとおりである。 
 
1 日本小児神経学会 
2 日本小児医療保健協議会（４者

協）の重症心身障害児（者）・在宅
医療委員会 

3 重症心身障害学会 
4 日本重症心身障害福祉協会 
5 全国肢体不自由児施設運営協議会 
6 日本看護協会 
7 全国重症心身障害日中活動支援協

議会      
8 全国重症児デイサービス・ネット

ワーク 

9 全国児童発達支援協議会（CDS 
Japan）                 

10 日本知的障害者福祉協会                
11 全国身体障害者施設協議会 

 
11 団体のうち、4 団体から同意を得ら

れ、7 団体から部分修正を求められた。こ
れらの団体からの要望が多かった修正内容
は、以下のとおりである。 

 
（１） 在宅酸素を増点（6 団体） 
（２） 吸引を増点（4 団体） 
（３） 経鼻胃管の見守りを 2 点に増点 

（4 団体） 
（４） 呼吸器を 10 点に増点（３団体） 
（５） 過緊張、体位交換、経口摂取介助

を項目に追加（3 団体） 
（６） 痙攣への対応を増点（2 団体） 
（７） スコア高得点児を重症心身障害児

と見做す（2 団体） 
（８） スコア 16 点で医療的ケア児 2 人

分、24 点で 3 人分と見做す（1 団
体：全国重症心身障害日中活動支
援協議会） 

 
2020 年 3 月 13 日に研究班会議を開催

し、上記の要望に関して班会議メンバーに
諮り、議論した。その結果、以下の結論と
なった。 

 
（１） 在宅酸素の増点→ 全員賛成〇 
（２） 吸引の増点→ 全員賛成〇 
（３） 経鼻胃管の見守りを 2 点に→ 全

員賛成〇 
（４） 呼吸器を 10 点→ 全員賛成〇  
（５） 過緊張、体位交換、経口摂取介助 

→ 医行為でないことと、適応が
大きく広がることにより、今回は
検討の対象外とした× 

（６） 痙攣対応の増点→ けいれん時に
重積しやすい、著明な低酸素や徐
脈といった命の危険がある場合
は、見守りスコア 2 点を付けるこ
ととした。 

（７） スコア高得点者（例えば 25 点以
上）を重心児と見做す 
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→ 時間切れのため、今後の検討
課題とした 

（８） スコア 16 点で医療的ケア児 2 人
分、24 点で 3 人分 
→ 時間切れのため、今後の検討
課題とした 

 
⑥ 判定スコアの内容だけでなく、判定ス

コアの活用方法について、関係団体から
以下のような有望な提言を頂いた。今後
の検討課題としていきたい。 

 
（１）スコア高得点者（例えば 25 点以

上）を重心児と見做す 
 提案者： 重症心身障害福祉協会、 

全国重症心身障害日中活動支援協議会 
判定スコア 25 点以上が 6 ヵ月以上持

続する児は「超重症児」と呼ばれ、従来
の診療報酬や訪問看護でも手厚いケアが
必要と認定されてきた。今回、2 カ所の
関連団体からの要望として、判定スコア
の高得点者を重症心身障害児と同等の扱
いとし、医療型障害児入所施設や医療型
短期入所の利用につなげることが提案さ
れた。重要な課題と考えられえるため、
今後の検討課題としていきたい。 

 
（２）スコア 16 点で医療的ケア児 2 人

分、24 点で 3 人分と見做す 
 提案者：  

全国重症心身障害日中活動支援協議会 
判定スコア 8 点の児も 25 点の児も同

等に医療的ケア児 1 人分として計算して
いたのでは、高度な医療的ケアを実施す
る人材を確保することにつながらない。
重心日中活動支援協議会の要望のよう
に、判定スコア 16 点以上で 2 人分、
24 点以上で 3 人分とカウントすること
は、重要な提案と考えらえれる。判定ス
コア 16 点以上を医療的ケア児 2 人分と
見做す取り組みは、千葉県柏市のローカ
ルルールとしてすでになされている。今
後の課題としたい。 

 
⑦ 看護職員加配加算の報酬体系 

班会議のメンバーの医師から「看護職員

加配加算の報酬の仕組みがよく分からな
い」との意見が聞かれた。看護職員配置加
算は、平成 30 年度障害福祉サービス等報
酬改定における児童発達支援給付費及び放
課後等デイサービス給付費の項目に新設さ
れたが、それを告示している文書を見つけ
ることは難しく、かつ報酬の体系は複雑で
ある。そのため、本制度を分かりやすく周
知啓発することも重要と考える。参考資料
として、看護職員加配加算の算定基準を注
１、施設基準を注２として巻末に付記し
た。 
 
Ｅ. 結論 
 
以上の経緯を踏まえ、2020 年 3 月 27 日
に医療的ケア判定スコアの新案の確定版を
（１）のとおりに取りまとめ、表 7 にスコ
アの全体像を記載した。これをもって、本
研究のプロダクトとする。また判定スコア
の内容だけでなく、判定スコアの活用方法
について、以下の（２）～（４）を提案す
る。今後の検討課題としていきたい。 
 
（１）医療的ケア判定スコアの新案の確定
版 
  医療的ケア判定スコアの新案以下のと

おりとした。 
・ 人工呼吸器を 8 点→10 点とした。 
・ 酸素デバイスは爆発する危険があり細

心の注意が必要なため、在宅酸素の基本
スコアを 8 点とした。 

・ 酸素療法は酸素デバイスそのものにリ
スクがあるため、利用時間中の使用に限
定した。 

・ 吸引の基本スコアは、その形態や頻度に
かかわらず 8 点とした。いずれにせよ
早急に看護師が対応する必要があるた
め。 

・ 動く子の経鼻胃管・胃瘻の見守りにも細
心の注意が必要なため、見守りスコア 2
点とした。 

・ 動く子の注射の見守りには注意が必要
なため、見守りスコア 1 点とした。 

・ けいれん時に、重積しやすい、著明な低
酸素、徐脈になる、といった命の危険が
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ある場合に、見守りスコア 2 点を付け
た。 

 
（２）スコア高得点者（例えば 25 点以

上）を重心児と見做す 
  
（３）スコア 16 点で医療的ケア児 2 人

分、24 点で 3 人分と見做す 
 
（４）医療的ケア児の診療に関わる医師に

対し、看護職員加配加算の報酬体系や
判定スコアの付け方について、今後、
周知啓発を図る必要がある 

 
今後、障害福祉サービス等報酬改定の作

業にこの医療的ケア判定スコアの新案をご
活用頂き、その他の提言も生かして頂くこ
とで、障害児通所支援施設における医療的
ケア児の受け入れが進むことが期待され
る。 
 
Ｆ．健康危険情報 
なし 
Ｇ．研究発表 
なし 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
なし 
 

 

 

【参考文献】 

注 1： 児童福祉法に基づく指定通所支援

及び基準該当通所支援に要する費用の額の

算定に関する基準（2018 年厚生労働省告

示第 99 号）（平成 24 年告示第 122 号の

一部改正） 

注２： 厚生労働大臣が定める施設基準

（平成 30 年 3 月 22 日厚生労働省告示第

108 号）（平成 24 年厚生労働省告示第

269 号の一部改正） 

注３：「基本診療料の施設基準等及びその

届出に関する手続きの取扱いについて」

別添 6 の別紙 14（平成 30 年 3 月 5 日

保医発 0305 第 2 号通知） 

注４：「超重度障害児（超重障児）の定義

とその課題」（1995 年 5 月、鈴木康

之、小児保健研究 54 巻 3 号、p406-

410） 

注５：「超重症児の判定について スコア

改訂の試み」（2008 年 12 月、鈴木康之

ら、日本重症心身障害学会誌 33 巻 3

号、Page303-309） 
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（表１）看護職員加配加算の概要 

平成 31 年 10 月厚生労働省医療的ケア児担当者合同会議資料より 
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（表２）障害福祉サービスにおける医療的ケア判定スコア 

（注２：平成 30 年厚生労働省告示第 108 号の別表第１より） 

  医療的ケア 
判定スコ

ア 

（１） レスピレーター管理 8 

（２） 気管内挿管、気管切開 8 

（３） 鼻咽頭エアウェイ 5 

（４） 
O2 吸入又は SpO2 90%以下の

状態が 10%以上 
5 

（５） １回/時間以上の頻回の吸引 8 

  ６回/日以上の頻回の吸引 3 

（６） 
ネブライザー６回／日以上また

は継続使用 
3 

（７） IVH 8 

（８） 経管(経鼻・胃ろうを含む。)  5 

（９） 腸ろう・腸管栄養 8 

（１０） 
持続注入ポンプ使用（腸瘻・腸

管栄養時） 
3 

（１１） 
継続する透析（腹膜透析を含

む。） 
8 

（１２） 定期導尿 ３回／日以上 5 

（１３） 人工肛門 5 
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（表３）診療報酬制度（超・超準重症児（者）入院診療加算、医療保険における訪問看護療

養費の長時間訪問看護加算）における超重症・準超重症児判定基準 

（注３：「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 

（平成 30 年 3 月 5 日保医発 0305 第 2 号）別添 6 の別紙 14） 

 

1 運動機能：座位まで  

2 判定スコア                              スコア 

(1) レスピレーター管理                         10  

(2) 気管内挿管，気管切開                        8  

(3) 鼻咽頭エアウェイ                            5  

(4) O2 吸入又は SpO290％以下の状態が 10％以上              5  

(5) 1 回／時間以上の頻回の吸引                       8  

  6 回／日以上の頻回の吸引                       3  

(6) ネブライザー 6 回／日以上または継続使用               3  

(7) IVH                                 10  

(8) 経口摂取（全介助）                           3  

  経管（経鼻・胃ろう含む）      5  

(9) 腸ろう・腸管栄養  8  

  持続注入ポンプ使用（腸ろう・腸管栄養時）                3  

(10) 
手術・服薬にても改善しない過緊張で、 発汗による更

衣と姿勢修正を 3 回／日以上  
3  

(11) 継続する透析（腹膜灌流を含む）                   10  

(12) 定期導尿（3 回／日以上）                     5  

(13) 人工肛門                               5  

(14) 体位交換 6 回／日以上                        3  

   （8）(9)は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択 
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（表４）見守りの必要度の評価 

 

  

見守りの必要度

平均値 サンプル数 平均値 サンプル数 医師評価+家族評価

呼吸器 1.81 581 2.08 222 3.89
気切 2.53 504 1.94 231 4.47
酸素 1.16 176 1.63 144 2.79
胃瘻 0.10 524 2.25 211 2.35

経鼻経口胃管 0.20 186 1.9 94 2.10
腸瘻 0.80 12 2.25 8 3.05

経鼻EDチューブ 0.80 13 2.54 13 3.34
中心静脈カテ 1.21 19 2.63 8 3.84

透析 2.25 4 2.67 3 4.92
自己導尿 0.57 48 2.16 19 2.73
人工肛門 0.33 9 2.2 5 2.53

状態

医師評価
（命の危険）

家族評価
（回復の困難さ）
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（表５） 

判定スコア新案における 20 種の医療的ケア、及び前田が調査した 10 種の医療的ケア

の比較 

※ 黄色の項目は、前田の調査で調べられていない医療的ケア 

※ 網目の項目は、見守りスコアを想定しなかった医療的ケア 

  

改訂版医療的ケア判定スコア案の医療
的ケア

小項目 見守りスコア
前田研究が調査対象とした

医療的ケア

①  人工呼吸器（NPPV、ﾈｲｻﾞﾙﾊｲﾌﾛｰ,
ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ、排痰補助装置、
    高頻度胸壁振動装置を含む）

利用時間中の使用の有無にかかわらず 〇 呼吸器

②  気管切開カニューレ 〇 気切

③  鼻咽頭エアウェイ 利用時間中の使用の有無にかかわらず 〇

④  酸素療法 利用時間中の使用の有無にかかわらず 〇 酸素

⑤  吸引 頻回の吸引（およそ１回／1時間以上） ×

利用時間中に1回以上の吸引が必要 ×

⑥  利用時間中のネブライザー使用・
薬液吸入

×

⑦  経管栄養 経鼻胃管、胃瘻 〇 胃瘻・経鼻経口胃管

経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻 〇 腸瘻・ＥＤチューブ

持続経管注入ポンプ使用 〇 持続注入ポンプ

⑧  中心静脈カテーテル 中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など 〇 IVH（カテ）

⑨　その他の注射管理 皮下注射（インスリン、麻薬など） ×

持続皮下注射ポンプ使用 〇

⑩  血糖測定  3）
利用時間中の観血的血糖測定器や埋め込み式
血糖測定器による血糖測定

〇

⑪  継続する透析（血液透析、腹膜透析を含む） 〇 腹膜透析

⑫  排尿管理 利用時間中の間欠的導尿 〇 自己導尿
持続的導尿（膀胱留置カテ－テル、膀胱瘻、
腎瘻）

〇

⑬  排便管理   4) 人工肛門 〇 人工肛門

利用時間中の摘便、洗腸 ×

利用時間中の浣腸 ×

⑭  痙攣時の管理
坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装
置の作動など

×
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（図１） 全国の通所支援施設へのアンケート調査 

人工呼吸器児を受け入れる施設が要望する３つの支援 

（看護師、福祉職員、専用スペース）の必要度 

 

（図２） 埼玉県の通所支援施設への追加調査 

    ４種の医療的ケアに関する施設の受け入れの困難さ 
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（表６）医療的ケア判定スコア新案（暫定版） 

〇 2020 年 3 月 9 日～13 日に 11 団体に対してヒヤリングを行った。 

〇 3 月 13 日研究班会議に提出い、検討を加えた。 

 

 

 
＜注意事項＞ 

1) 人工呼吸器の見守りスコアについては、人工呼吸器回路が外れた場合、自発呼吸がな
いために直ちに対応する必要がある場合は「高」2 点、直ちにではないがおおむね 15
分以内に対応する必要がある場合は「中」1 点、それ以外の場合は「低」0 点と分類
する。 

2） 人工呼吸器と気管カニューレの両方を持つ場合は、気管カニューレの見守りスコア
を加点しない。 

3) ⑤吸引、⑩血糖測定、⑫排尿管理、⑬排便管理については、複数項目のいずれか一つ
を選択する。 

4) インスリン持続皮下注射ポンプと埋め込み式血糖測定器とが連動している場合は、
血糖測定の項目を加点しない。 

高 中 低

①  人工呼吸器（NPPV、ﾈｲｻﾞﾙﾊｲﾌﾛｰ、
　　ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ、排痰補助装置、
　　高頻度胸壁振動装置を含む）

利用時間中の使用の有無にかかわらず 8 ２１） 1 0

8 0

③  鼻咽頭エアウェイ 利用時間中の使用の有無にかかわらず 5 0

④  酸素療法 利用時間中の使用の有無にかかわらず 5 0

頻回の吸引（およそ１回／1時間以上） 8

利用時間中に1回以上の吸引が必要 3

3

経鼻胃管、胃瘻 8 0

経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻 8 0

持続経管注入ポンプ使用 3 0

⑧  中心静脈カテーテル 中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など 8 0

皮下注射（インスリン、麻薬など） 5

持続皮下注射ポンプ使用 3 0

利用時間中の観血的血糖測定器 3

埋め込み式血糖測定器による血糖測定　4） 3 0

8 0

利用時間中の間欠的導尿 5

持続的導尿（尿道留置カテ－テル、膀胱瘻、
腎瘻）

3 0

人工肛門 5 0

利用時間中の摘便、洗腸 5

利用時間中の浣腸 3

⑭  痙攣時の管理
坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装
置の作動など

3

2

0

0

0

0

0

1

0

⑫  排尿管理　　3）
1

⑬  排便管理　　3)

1

0

0

⑦  経管栄養

1

2

　　医療的ケア判定スコア(新案)
見守りスコア

1

②  気管切開カニューレ

1

1

２ 2)

⑤  吸引　　3)

⑥  利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入

基本スコア

⑪  継続する透析（血液透析、腹膜透析を含む）

⑨ その他の注射管理 
1

0

2

⑩  血糖測定　　3）
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（表７）医療的ケア判定スコア新案（確定版） 

〇11 団体のヒヤリング及び研究班会議の検討を経て、2020 年 3 月 27 日に確定した。 

 

 
 

暫定版からの修正点（修正セルをグレイ色に、修正箇所を赤文字で表示） 
・ 人工呼吸器を 8 点→10 点に昇格させた。 
・ 酸素デバイスは爆発する危険があり細心の注意が必要なため、在宅酸素の基本スコアを

8 点とした。 
・ 酸素療法は酸素デバイスそのものにリスクがあるため、利用時間中の使用に限定した。 
・ 吸引の基本スコアは、その形態や頻度にかかわらず 8 点とした。いずれにせよ早急に看

護師が対応する必要があるため。 
・ 動く子の経鼻胃管・胃瘻の見守りにも細心の注意が必要なため、見守りスコア 2 点とし

た。 
・ 動く子の注射の見守りには注意が必要なため、見守りスコア 1 点とする。 
・ けいれん時に、重積しやすい、著明な低酸素、徐脈になる、といった命の危険がある場

合に、見守りスコア 2 点を付けた。 
・ 用語の追加（食道瘻、尿道ストーマ、消化管ストーマ） 

高 中 低

①  人工呼吸器（NPPV、ﾈｲｻﾞﾙﾊｲﾌﾛｰ、
　　ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ、排痰補助装置、
　　高頻度胸壁振動装置を含む）

利用時間中の使用の有無にかかわらず 10 ２１） 1 0

8 0

③  鼻咽頭エアウェイ 利用時間中の使用の有無にかかわらず 5 0

④  酸素療法 利用時間中の使用に限る 8 0

⑤  吸引 口鼻腔・気管内吸引 8 0

3

経鼻胃管、胃瘻 8 0

経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻 8 0

持続経管注入ポンプ使用 3 0

⑧  中心静脈カテーテル 中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬など 8 0

皮下注射（インスリン、麻薬など） 5 0

持続皮下注射ポンプ使用 3 0

利用時間中の観血的血糖測定器 3

埋め込み式血糖測定器による血糖測定　4） 3 0

8 0

利用時間中の間欠的導尿 5

持続的導尿（尿道留置カテ－テル、尿路ス
トーマ、膀胱瘻、腎瘻）

3 0

消化管ストーマ 5 0

利用時間中の摘便、洗腸 5

利用時間中の浣腸 3

⑭  痙攣時の管理
坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装
置の作動など

3 02

1

⑪  継続する透析（血液透析、腹膜透析を含む） 2

⑫  排尿管理　　3）

0

1

⑬  排便管理　　3)

1

0

0

2

⑨ その他の注射管理 
1

1

⑩  血糖測定　　3）
0

1

1

⑥  利用時間中のネブライザー使用・薬液吸入 0

⑦  経管栄養

2

2

1

　　医療的ケア判定スコア(新案２) 基本スコア
見守りスコア

②  気管切開カニューレ ２ 2)

1



令和元年（平成 31 年）度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業 
障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のための研究 

 
 

（注１：看護師加配加算の算定基準） 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する

基準（2018 年厚生労働省告示第 99 号）（平成 24 年告示第 122 号の一部改正） 

 

別表 

障害児通所給付費等単位数表 

 

第１ 児童発達支援 

１ 児童発達支援給付費（１日につき） 

 

（中略） 

 

注 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出

た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配

加算として、1 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 

 

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)   

(1) 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合((2)

又は(3)に該当する場合を除く。) 

(一) 利用定員が 30 人以下の場合 67 単位 

(二) 利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合 57 単位 

(三) 利用定員が 41 人以上 50 人以下の場合 44 単位 

(四) 利用定員が 51 人以上 60 人以下の場合 36 単位 

(五) 利用定員が 61 人以上 70 人以下の場合 31 単位 

(六) 利用定員が 71 人以上 80 人以下の場合 27 単位 

(七) 利用定員が 81 人以上の場合 24 単位 

 

(2) 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童

発達支援を行った場合 

(一) 利用定員が 20 人以下の場合 100 単位 

(二) 利用定員が 21 人以上 30 人以下の場合 80 単位 

(三) 利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合 57 単位 

(四) 利用定員が 41 人以上の場合 44 単位 

 

(3) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害

児に対し指定児童発達支援を行った場合 
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(一) 利用定員が 20 人以下の場合 100 単位 

(二) 利用定員が 21 人以上の場合 80 単位 

 

(4) 法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に

対し指定児童発達支援を行った場合((5)に該当する場合を除く。) 

(一) 利用定員が 10 人以下の場合 200 単位 

(二) 利用定員が 11 人以上 20 人以下の場合 133 単位 

(三) 利用定員が 21 人以上の場合 80 単位 

 

(5) 主として重症心身障害児を通わせる法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する厚生労働

省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 

(一) 利用定員が 5 人の場合 400 単位 

(二) 利用定員が 6 人の場合 333 単位 

(三) 利用定員が 7 人の場合 286 単位 

(四) 利用定員が 8 人の場合 250 単位 

(五) 利用定員が 9 人の場合 222 単位 

(六) 利用定員が 10 人の場合 200 単位 

(七) 利用定員が 11 人以上の場合 133 単位 

 

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)   

(1) 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合((2)

又は(3)に該当する場合を除く。) 

(一) 利用定員が 30 人以下の場合 134 単位 

(二) 利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合 114 単位 

(三) 利用定員が 41 人以上 50 人以下の場合 88 単位 

(四) 利用定員が 51 人以上 60 人以下の場合 72 単位 

(五) 利用定員が 61 人以上 70 人以下の場合 62 単位 

(六) 利用定員が 71 人以上 80 人以下の場合 54 単位 

(七) 利用定員が 81 人以上の場合 48 単位 

 

(2) 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童

発達支援を行った場合 

(一) 利用定員が 20 人以下の場合 200 単位 

(二) 利用定員が 21 人以上 30 人以下の場合 160 単位 

(三) 利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合 114 単位 

(四) 利用定員が 41 人以上の場合 88 単位 
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(3) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて重症心身障害

児に対し指定児童発達支援を行った場合 

(一) 利用定員が 20 人以下の場合 200 単位 

(二) 利用定員が 21 人以上の場合 160 単位 

 

(4) 法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に

対し指定児童発達支援を行った場合((5)に該当する場合を除く。) 

(一) 利用定員が 10 人以下の場合 400 単位 

(二) 利用定員が 11 人以上 20 人以下の場合 266 単位 

(三) 利用定員が 21 人以上の場合 160 単位 

 

(5) 主として重症心身障害児を通わせる法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する厚生労働

省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 

(一) 利用定員が 5 人の場合 800 単位 

(二) 利用定員が 6 人の場合 666 単位 

(三) 利用定員が 7 人の場合 572 単位 

(四) 利用定員が 8 人の場合 500 単位 

(五) 利用定員が 9 人の場合 444 単位 

(六) 利用定員が 10 人の場合 400 単位 

(七) 利用定員が 11 人以上の場合 266 単位 

 

ハ 看護職員加配加算(Ⅲ)   

(1) 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合((2)

に該当する場合を除く。) 

(一) 利用定員が 30 人以下の場合 201 単位 

(二) 利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合 171 単位 

(三) 利用定員が 41 人以上 50 人以下の場合 132 単位 

(四) 利用定員が 51 人以上 60 人以下の場合 108 単位 

(五) 利用定員が 61 人以上 70 人以下の場合 93 単位 

(六) 利用定員が 71 人以上 80 人以下の場合 81 単位 

(七) 利用定員が 81 人以上の場合 72 単位 

 

(2) 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童

発達支援を行った場合 

(一) 利用定員が 20 人以下の場合 300 単位 
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(二) 利用定員が 21 人以上 30 人以下の場合 240 単位 

(三) 利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合 171 単位 

(四) 利用定員が 41 人以上の場合 132 単位 

 

(3) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)を通わせる法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に

規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行っ

た場合 

(一) 利用定員が 10 人以下の場合 600 単位 

(二) 利用定員が 11 人以上 20 人以下の場合 399 単位 

(三) 利用定員が 21 人以上の場合 240 単位 

 

（中略） 
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第３ 放課後等デイサービス 

１ 放課後等デイサービス給付費（１日につき） 

 

（中略） 

 

注 10 別に労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指

定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、

看護職員加配加算として、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

 

イ 看護職員加配加算(Ⅰ) 

（１） 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合（（２）に該当する場合

を除く） 

（一） 利用定員が 10 人以下の場合  200 単位 

（二） 利用定員が 11 人以上 20 人以下の場合  133 単位 

（三） 利用定員が 21 人以上の場合  80 単位 

（２） 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において

重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合 

（一） 利用定員が５人の場合  400 単位 

（二） 利用定員が６人の場合  333 単位 

（三） 利用定員が７人の場合  286 単位 

（四） 利用定員が８人の場合  250 単位 

（五） 利用定員が９人の場合  222 単位 

（六） 利用定員が 10 人の場合 200 単位 

（七） 利用定員が 11 人以上の場合 133 単位 

 

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ) 

（１） 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合（（２）に該当する場合

を除く） 

（一） 利用定員が 10 人以下の場合  400 単位 

（二） 利用定員が 11 人以上 20 人以下の場合  266 単位 

（三） 利用定員が 21 人以上の場合  160 単位 

（２） 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において

重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合 

（一） 利用定員が５人の場合  800 単位 
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（二） 利用定員が６人の場合  666 単位 

（三） 利用定員が７人の場合  572 単位 

（四） 利用定員が８人の場合  500 単位 

（五） 利用定員が９人の場合  444 単位 

（六） 利用定員が 10 人の場合  400 単位 

（七） 利用定員が 11 人以上の場合  266 単位 

 

ハ 看護職員加配加算(Ⅲ) 

障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合 

（１） 利用定員が 10 人以下の場合  600 単位 

（２） 利用定員が 11 人以上 20 人以下の場合  399 単位 

（３） 利用定員が 21 人以上の場合  240 単位 
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（注 2：看護職員加配加算の施設基準） 
 
厚生労働大臣が定める施設基準 
（平成 30 年 3 月 22 日厚生労働省告示第 108 号） 
（平成 24 年厚生労働省告示第 269 号の一部改正） 
 
（中略） 
三 通所給付費等単位数表第１の１の児童発達支援給付費の注の 10 の厚生労働大臣が定
める施設基準 
 
イ 通所給付費等単位数表第１の１の注のイを算定すべき指定児童発達支援の単位の施設
基準 
次の（１）又は（２）のいずれか及び（３）に該当すること。 
（１） 通所給付費等単位数表第１の１のイ、ロ又はニを算定する指定児童発達支援事業

所であって、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職
員（保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を一以上配置し、
かつ、別表第一の各項目に規定する状態のいずれかに該当する障害児の数が一以上
であること。 

（２） 通所給付費等単位数表第１の１のハ又はホを算定する指定児童発達支援事業所で
あって、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を
一以上配置し、かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれの
スコアを合算し、八点以上である障害児の数が五以上であること。 

（３） 別表第一の各項目に規定する状態に該当する障害児に対して児童発達支援を提供
することができる旨を公表していること。 

 
ロ 通所給付費等単位数表第１の１の注のロを算定すべき指定児童発達支援の単位の施設
基準 
次の（１）又は（２）のいずれか及び（３）に該当すること。 
（１） 通所給付費等単位数表第１の１のイ、ロ又はニを算定する事業所であって、児童

発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を二以上配置
し、かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコアを合
算し、八点以上である障害児の数が五以上であること。 

（２） 通所給付費等単位数表第１の１のハ又はホを算定する事業所であって、児童発達
支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を二以上配置し、か
つ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコアを合算し、
八点以上である障害児の数が九以上であること。 

（３） 別表第一の各項目に規定する状態に該当する障害児に対して児童発達支援を提供
することができる旨を公表していること。 

 
ハ 通所給付費等単位数表第１の１の注 10 のハを算定すべき指定児童発達支援の単位の
施設基準 
次の（１）及び（２）のいずれにも該当すること。 
（１） 通所給付費等単位数表第１の１のイ、ロ又はニを算定する事業所であって、児童

発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を三以上配置
し、かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコアを合
算し、八点以上である障害児の数が九以上であること 



令和元年（平成 31 年）度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業 
障害福祉サービス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のための研究 

 
 

（２） 別表第一の各項目に規定する状態に該当する障害児に対して児童発達支援を提供
することができる旨を公表していること。 

 

（中略） 

 
十 通所給付費等単位数表第３の１の放課後等デイサービス給付費の注 10 の厚生労働大
臣が定める施設基準 
 
イ 通所給付費等単位数表第３の１の注のイを算定すべき指定放課後等デイサービスの単
位の施設基準 
次の（１）又は（２）のいずれか及び（３）に該当すること。 
（１） 通所給付費等単位数表第３の１のイ又はロを算定する事業所であって、放課後等

デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を一以上配
置し、かつ、別表第一の各項目に規定する状態のいずれかに該当する障害児の数が
一以上であること。 

（２） 通所給付費等単位数表第３の１のハを算定する事業所であって、放課後等デイサ
ービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を一以上配置し、
かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコアを合算
し、八点以上である障害児の数が五以上であること。 

（３） 別表第一の各項目に規定する状態に該当する障害児に対して児童発達支援を提供
することができる旨を公表していること。 

 
ロ 通所給付費等単位数表第３の１の注のロを算定すべき指定放課後等デイサービスの単
位の施設基準 
次の（１）又は（２）のいずれか及び（３）に該当すること。 
（１） 通所給付費等単位数表第３の１のイ又はロを算定する事業所であって、放課後等

デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を二以上配
置し、かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコアを
合算し、八点以上である障害児の数が五以上であること。 

（２） 通所給付費等単位数表第３の１のハを算定する事業所であって、放課後等デイサ
ービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を二以上配置し、
かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコアを合算
し、八点以上である障害児の数が九以上であること。 

（３） 別表第一の各項目に規定する状態に該当する障害児に対して児童発達支援を提供
することができる旨を公表していること。 

 
ハ 通所給付費等単位数表第３の１の注のハを算定すべき指定放課後等デイサービスの単
位の施設基準 
 次の（１）及び（２）のいずれにも該当すること。 
（１） 通所給付費等単位数表第３の１のイ又はロを算定する事業所で あって、放課後

等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、看護職員を三以上
配置し、かつ、別表第一の各項目に規定する状態であり、同表のそれぞれのスコア
を合算し、八点以上である障害児の数が九以上であること。 

（２） 別表第一の各項目に規定する状態に該当する障害児に対して児童発達支援を提供
することができる旨を公表していること。 


